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参議院選挙と安倍政権の国会運営

参
議
院
選
挙
と
安
倍
政
権
の
国
会
運
営松　

　

浦　
　

淳　
　

介

一　

安
倍
長
期
政
権
と
参
議
院

　

本
稿
の
目
的
は
、
参
議
院
選
挙
が
安
倍
政
権
の
国
会
運
営
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
理
論
的
、
実
証
的
に
検

証
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
与
党
が
両
議
院
の
多
数
を
占
め
る
「
一
致
議
会
（unified D

iet

）」
に
お
い
て
も
、
参
議
院
が
日
本
の
政

治
過
程
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

　

安
倍
内
閣
は
二
〇
〇
七
年
九
月
に
発
足
か
ら
一
年
で
総
辞
職
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
、
党
総
裁
に
返

り
咲
い
て
い
た
安
倍
の
率
い
る
自
民
党
と
、
公
明
党
が
衆
議
院
の
過
半
数
を
大
き
く
上
回
る
議
席
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
現
行
憲
法

一　

安
倍
長
期
政
権
と
参
議
院

二　

分
析
枠
組
み

三　

分
析
視
角

四　

比
較
と
考
察

五　

知
見
と
今
後
の
課
題
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下
で
は
初
め
て
と
な
る
再
登
場
を
果
た
し
た）

1
（

。
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
は
第
一
次
の
政
権
時
と
は
対
照
的
に
、
安
定
的
に
政
権
を

維
持
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
二
〇
一
九
年
八
月
に
は
通
算
在
職
日
数
が
佐
藤
内
閣
を
抜
い
て
戦
後
最
長
と
な
り
、
同
年
一
一
月
に
は

そ
れ
が
桂
内
閣
の
記
録
を
超
え
て
歴
代
最
長
と
な
っ
た
。
そ
の
間
、
安
倍
内
閣
は
特
定
秘
密
保
護
法
制
や
安
全
保
障
法
制
な
ど
、
論

争
的
な
政
策
を
推
進
す
る
だ
け
で
な
く
、
相
次
ぐ
閣
僚
の
不
祥
事
や
森
友
・
加
計
問
題
な
ど
で
多
く
の
批
判
を
浴
び
な
が
ら
も
、
国

政
選
挙
で
連
勝
を
続
け
た）

2
（

。
具
体
的
に
は
、
政
権
復
帰
後
の
二
〇
一
三
年
七
月
に
実
施
さ
れ
た
参
議
院
選
挙
に
勝
利
し
、
民
主
党
政

権
時
か
ら
継
続
し
て
い
た
「
分
裂
議
会
（divided D

iet

）」、
す
な
わ
ち
、
野
党
が
参
議
院
の
多
数
を
占
め
る
国
会
状
況
に
終
止
符
を

打
ち
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
及
び
二
〇
一
七
年
一
〇
月
の
総
選
挙
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
二
〇
一
六
年
七
月
及
び
二
〇
一
九
年
七
月

に
実
施
さ
れ
た
参
院
選
で
も
過
半
数
を
維
持
す
る
こ
と
に
成
功
し
た）

（
（

。

　

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
一
致
議
会
の
下
で
長
期
に
わ
た
っ
て
国
政
を
担
当
し
て
き
た
安
倍
内
閣
に
対
し
て
、
参
議
院
は
い
か

な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
三
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る
参
院
選

に
着
目
し
、
そ
れ
を
迎
え
る
内
閣
の
戦
略
的
な
行
動
を
観
察
す
る
。
参
院
選
は
内
閣
に
と
っ
て
以
下
の
三
つ
の
点
に
お
い
て
重
要
な

意
味
を
持
つ
。
第
一
に
、
参
院
選
は
総
選
挙
と
は
異
な
り
、
政
権
の
座
を
か
け
た
選
挙
で
は
な
い
が）

（
（

、
そ
の
勝
敗
は
選
挙
後
の
内
閣

の
政
権
運
営
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
。
特
に
与
党
が
参
議
院
の
多
数
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
分
裂
議
会
が
生
じ
た
場
合
、

そ
の
国
会
運
営
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
致
議
会
の
場
合
と
は
決
定
的
に
異
な
る
も
の
と
な
る
。
第
二
に
、
参
院
選
に
よ
っ
て
確
定

す
る
参
議
院
の
会
派
構
成
は
固
定
的
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
内
閣
は
衆
議
院
に
対
し
て
は
解
散
権
を
行
使
し
て
現
状
を
変
更
で

き
る
可
能
性
が
あ
る
一
方
、
参
議
院
に
は
そ
れ
を
行
使
で
き
な
い
た
め
、
参
議
院
の
会
派
構
成
は
少
な
く
と
も
三
年
間
は
不
変
で
あ

る
。
し
か
も
、
参
議
院
の
場
合
は
議
員
の
総
入
れ
替
え
で
は
な
く
、
半
数
改
選
で
あ
る
た
め
に
、
一
度
の
選
挙
で
大
き
く
現
状
を
変

更
で
き
る
可
能
性
は
低
い）

（
（

。
第
三
に
、
内
閣
は
参
院
選
の
時
期
を
任
意
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
総
選
挙
の
場

合
と
は
異
な
り
、
内
閣
は
そ
の
支
持
率
が
低
迷
し
て
い
た
り
、
景
気
が
悪
化
し
て
い
た
り
な
ど
、
自
ら
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
状
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況
に
お
い
て
も
、
選
挙
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
、
安
倍
内
閣
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
の
参
院
選
に
敗
北
し
、
分
裂
議
会
の
発
生
を
許
し
た
こ
と
が
同
年
九
月

の
退
陣
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
た
め
に）

（
（

、
政
権
復
帰
後
は
第
一
次
の
政
権
時
よ
り
も
参
院
選
の
重
要
性
を
強
く
認
識
し
て
お
り
、

そ
れ
に
勝
利
し
て
参
議
院
の
多
数
を
確
保
す
る
た
め
に
、
よ
り
戦
略
的
に
行
動
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
数
多
く
の

研
究
蓄
積
が
あ
る
議
論
に
「
政
治
的
景
気
循
環
（political business cycle

）」
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
政
権
が
選
挙
の
直
前
に
公
共
政

策
を
操
作
し
て
好
景
気
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、N

ordhaus

（197（

）
に
代
表
さ
れ
る
初
期
の
研

究
が
発
表
さ
れ
て
以
降
、Ito
（1990

）
やK

ohno and N
ishizaw

a

（1990

）
な
ど
、
日
本
を
事
例
と
す
る
研
究
も
多
数
報
告
さ
れ

て
き
た）

7
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
参
院
選
の
直
前
に
お
け
る
内
閣
及
び
与
党
の
国
会
運
営
に
焦
点
を
あ
て
る）

8
（

。
か
ね
て
よ
り
議

院
内
閣
制
下
の
議
会
の
役
割
と
し
て
、
そ
れ
が
有
権
者
に
向
け
た
各
党
の
論
戦
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

（Polsby 197（; 

岩
井　
一
九
八
八; 

福
元　
二
〇
〇
〇
）、
そ
う
し
た
ア
リ
ー
ナ
型
議
会
と
し
て
の
側
面
が
最
も
強
ま
る
の
が
選
挙
の
直
前

で
あ
る
。
特
に
、
野
党
は
国
会
審
議
を
、
政
府
を
追
求
す
る
絶
好
の
機
会
と
捉
え
、
政
権
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
や
そ
の
政
策
の
問
題
点

な
ど
を
厳
し
く
指
弾
す
る
と
と
も
に
、
自
党
の
政
策
を
有
権
者
に
訴
え
て
選
挙
で
の
勢
力
拡
大
を
目
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
政
権
復
帰
後
の
安
倍
内
閣
が
参
院
選
の
直
前
で
は
抑
制
的
な
国
会
運
営
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
、
第
一
次
安
倍
内
閣

及
び
そ
の
前
の
小
泉
内
閣
と
の
比
較
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。
以
下
、
第
二
節
で
は
、
内
閣
の
政
権
運
営
に
お
い
て
制
度
上
、
参

議
院
の
支
持
が
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
本
稿
の
仮
説
を
導
出
す
る
。
第
三
節
で
は
、
本
稿
の
分
析
視
角

を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
仮
説
の
検
証
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
四
節
で
は
、（
一
）
閣
法
の
選
別
、（
二
）
閣
法
の
国
会
提
出
、

（
三
）
閣
法
に
対
す
る
野
党
態
度
と
い
う
観
点
か
ら
、
参
院
選
の
直
前
に
お
け
る
各
内
閣
の
国
会
運
営
を
比
較
分
析
す
る
。
第
五
節

で
は
、
本
稿
の
知
見
を
ま
と
め
た
う
え
で
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
に
触
れ
る
。
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二　

分
析
枠
組
み

二
・
一　

現
代
日
本
の
統
治
ル
ー
ル
と
参
議
院

　

参
議
院
は
、
世
間
一
般
の
み
な
ら
ず
学
説
上
で
も
長
ら
く
衆
議
院
に
劣
る
議
院
と
み
な
さ
れ
、
政
治
過
程
に
お
け
る
影
響
力
は
限

定
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
の
日
本
政
治
は
そ
う
し
た
「
通
説
」
に
再
考
を
迫
る
か
た
ち
で
展
開
し
た
と
い

え
る
。
具
体
的
に
は
、
参
議
院
は
一
九
九
四
年
一
月
に
細
川
内
閣
の
最
重
要
法
案
で
あ
っ
た
政
治
改
革
関
連
法
案
を
、
二
〇
〇
五
年

八
月
に
は
小
泉
内
閣
の
最
重
要
法
案
で
あ
っ
た
郵
政
民
営
化
関
連
法
案
を
そ
れ
ぞ
れ
否
決
し
、
い
ず
れ
も
大
き
な
政
局
を
も
た
ら
し

た
（
竹
中　
二
〇
〇
六; 

二
〇
一
〇
）。
さ
ら
に
、
一
九
八
九
年
七
月
の
参
院
選
以
降
、
分
裂
議
会
が
頻
発
し）

9
（

、
閣
法
が
参
議
院
に
よ
っ

て
否
決
さ
れ
た
り
、
審
議
を
引
き
延
ば
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
注
目
が
集
ま
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
参
議
院
の
影
響
力
が
し
ば
し
ば
顕
在
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
強
さ
が
広
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

参
議
院
と
内
閣
と
の
関
係
は
憲
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
構
造
的
な
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
閣
は
参
議
院
と
の
間
に
必
ず
し

も
信
任
関
係
を
持
た
な
い
が
、
国
政
を
運
営
す
る
に
は
参
議
院
の
支
持
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
高
橋　
二
〇
〇
五; 

竹

中　
二
〇
一
〇
）。
ま
ず
、
内
閣
の
成
立
の
前
提
と
な
る
首
相
の
指
名
に
は
衆
議
院
の
支
持
が
不
可
欠
で
あ
り
、
参
議
院
の
そ
れ
は
必

要
と
さ
れ
な
い
（
六
七
条
二
項
）。
仮
に
内
閣
が
衆
議
院
の
支
持
を
失
っ
た
場
合
、
内
閣
は
衆
議
院
の
不
信
任
決
議
に
よ
っ
て
交
代
さ

せ
ら
れ
る
か
、
も
し
く
は
内
閣
が
衆
議
院
を
解
散
し
、
総
選
挙
に
よ
っ
て
内
閣
を
支
え
る
多
数
派
を
新
た
に
形
成
す
る
か
に
よ
っ
て

両
者
の
意
思
の
一
致
が
図
ら
れ
る
。
他
方
で
、
内
閣
は
参
議
院
の
支
持
を
失
っ
た
と
し
て
も
、
参
議
院
に
よ
っ
て
倒
閣
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
が
、
そ
れ
を
解
散
し
て
現
状
の
打
開
を
図
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

次
に
、
内
閣
と
参
議
院
は
権
力
分
立
的
な
関
係
に
あ
る
一
方
で
、
内
閣
は
参
議
院
の
多
数
派
か
ら
支
持
を
得
る
こ
と
な
く
し
て
政

策
を
推
進
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
は
首
相
の
指
名
の
他
に
予
算
の
議
決
（
六
〇
条
二
項
）
と
条
約
締
結
の
承
認
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（
六
一
条
）
に
関
し
て
、
参
議
院
が
衆
議
院
と
異
な
る
議
決
を
行
っ
た
場
合
、
一
定
期
間
内
に
両
院
協
議
会
に
お
い
て
も
意
見
の
一

致
を
み
な
け
れ
ば
、
衆
議
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
み
な
す
と
規
定
し
て
い
る
が
、
法
律
の
制
定
に
関
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
両

議
院
に
お
け
る
可
決
を
原
則
と
し
て
い
る
（
五
九
条
一
項
）。
い
う
ま
で
も
な
く
、
衆
議
院
の
可
決
し
た
法
案
を
参
議
院
が
否
決
し
た

り
、
修
正
し
た
り
し
た
場
合
、
衆
議
院
は
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
特
別
多
数
に
よ
っ
て
法
案
を
再
可
決
し
成
立
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
（
五
九
条
二
項
）。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
衆
議
院
に
お
い
て
三
分
の
二
の
多
数
派
を
形
成
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
た
と

え
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
限
ら
れ
た
国
会
の
会
期
の
中
で
再
可
決
権
を
行
使
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間
や
、
再
可
決
に
対

す
る
有
権
者
の
反
感
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
衆
議
院
の
意
思
だ
け
で
法
案
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

参
議
院
が
事
実
上
、
法
律
の
制
定
に
お
い
て
拒
否
権
（veto

）
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
強
い
参
議
院
の
立
法

権
限
は
予
算
と
条
約
に
関
す
る
衆
議
院
の
議
決
の
優
越
規
定
を
意
味
の
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
れ
は
、
実
際
に
予
算
を
編
成
し
執
行

す
る
に
は
、
赤
字
国
債
を
発
行
す
る
た
め
の
特
例
公
債
法
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
予
算
関
連
法
案
の
成
立
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
条

約
を
発
効
さ
せ
る
う
え
で
も
条
約
関
連
法
案
の
整
備
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
竹
中　
二
〇
一
〇
）。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
内
閣
の
政
権
運
営
に
お
い
て
、
分
裂
議
会
が
ど
れ
だ
け
大
き
な
障
害
と
な
る
の
か
が
理
解
さ
れ
る
。
一
致
議

会
に
お
い
て
も
自
民
党
政
権
は
早
く
か
ら
事
前
審
査
制
を
制
度
化
さ
せ
る
な
ど
（
奥
・
河
野
編　
二
〇
一
五
）、
両
議
院
の
多
数
派
た

る
与
党
の
意
向
を
踏
ま
え
た
立
法
準
備
を
行
っ
て
き
た
が
、
分
裂
議
会
に
お
い
て
は
野
党
が
参
議
院
の
多
数
派
と
し
て
議
事
運
営
の

主
導
権
を
握
る
た
め
、
閣
法
を
成
立
さ
せ
る
に
は
与
党
に
加
え
て
野
党
の
同
意
も
不
可
欠
と
な
る）

（1
（

。
そ
の
た
め
、
内
閣
は
野
党
の
意

向
を
反
映
さ
せ
た
閣
法
を
準
備
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
一
方
で
野
党
は
権
力
闘
争
の
観
点
か
ら
容
易
に
閣
法
を
通
過
さ

せ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
一
般
に
想
像
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
り
、
分
裂
議
会
に
お
い
て
閣
法
の
成
立
率
が
必
ず
し
も
低

下
す
る
と
は
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
七
月
に
民
主
党
政
権
下
で
発
生
し
た
分
裂
議
会
に
お
い
て
は
、
六
九
・
九
％
の
閣

法
が
国
会
を
通
過
し
て
お
り
（
第
一
七
五
回
国
会
～
第
一
八
一
回
国
会
）、
そ
れ
以
前
の
一
致
議
会
に
お
け
る
五
九
・
二
％
よ
り
も
一
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〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
高
く
な
っ
て
い
る
（
第
一
七
二
回
国
会
～
第
一
七
四
回
国
会
、
い
ず
れ
も
新
規
提
出
法
案
に
限
る
）。
し
か
し
、
当
時

の
野
党
、
自
民
党
は
先
に
あ
げ
た
特
例
公
債
法
案
や
民
主
党
の
野
田
内
閣
の
最
重
要
法
案
で
あ
っ
た
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
関

連
法
案
な
ど
の
重
要
法
案
を
い
わ
ば
人
質
に
と
り
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
代
わ
り
と
し
て
、
早
期
に
解
散
、
総
選
挙
を
行
う
こ
と
を

求
め
た
。
そ
の
た
め
、
分
裂
議
会
に
お
い
て
内
閣
は
重
要
法
案
を
成
立
さ
せ
る
の
に
多
大
な
政
治
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
さ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
長
期
に
わ
た
っ
て
政
権
を
担
当
す
る
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た）

（（
（

。

二
・
二　

本
編
の
仮
説

　

分
裂
議
会
の
発
生
が
内
閣
の
政
権
運
営
に
多
く
の
困
難
を
も
た
ら
す
と
す
れ
ば
、
総
選
挙
だ
け
で
な
く
参
院
選
に
お
い
て
も
多
数

を
確
保
す
る
こ
と
が
内
閣
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
参
院
選
に
勝
利
す
る
こ
と
は
決
し
て
容
易

と
は
い
え
ず
、
実
際
に
参
院
選
で
は
与
党
が
そ
の
直
前
の
総
選
挙
と
比
較
し
て
得
票
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
今

井
（
二
〇
一
八
）
は
参
院
選
を
「
非
政
権
選
択
選
挙
」、「
中
間
選
挙
」
と
捉
え
た
う
え
で
、
そ
れ
と
「
政
権
選
択
選
挙
」
と
し
て
の

総
選
挙
で
は
有
権
者
の
投
票
行
動
が
異
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
参
院
選
に
お
い
て
与
党
が
し
ば
し
ば
敗
北
を
喫
す
る
要
因
を
分
析
し

て
い
る
。

　

他
方
、
内
閣
及
び
与
党
の
側
か
ら
、
そ
の
要
因
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
内
閣
は
総
選
挙
の
場
合
と
は
異
な

り
、
参
院
選
の
時
期
を
都
合
の
良
い
よ
う
に
選
択
で
き
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
加
え
て
、
参
院
選
が
実
施
さ
れ

る
時
期
も
重
要
で
あ
る
。
表
1
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
近
年
の
参
院
選
は
全
て
七
月
に
実
施
さ
れ
て
お
り）

（1
（

、
そ
の
直
前
に
は
本
予
算

を
審
議
す
る
常
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
常
会
は
憲
法
に
お
い
て
年
に
一
回
、
召
集
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
国
会
で
あ
り
（
五

二
条
）、
そ
の
他
の
臨
時
会
や
特
別
会
に
比
べ
て
会
期
が
一
五
〇
日
と
長
く
（
国
会
法
一
〇
条
）、
ま
た
本
予
算
の
み
な
ら
ず
、
重
要

法
案
も
数
多
く
提
出
さ
れ
る
た
め
に
世
間
的
な
関
心
も
高
い
。
そ
の
た
め
、
参
院
選
前
の
常
会
は
野
党
に
と
っ
て
政
権
を
厳
し
く
追



87

参議院選挙と安倍政権の国会運営

表 1　近年の国会と国政選挙
年 内閣

国会
召集 終了 会期 延長 国政選挙

回次 種類 状況

2001
第 2 次森／第 1 次小泉 1（1 常

一致

1/（1 （/29 1（0 0 第 19 回参院選（7/29）

第 1 次小泉

1（2 臨 8/7 8/10 （ 0
1（（ 臨 9/27 12/7 72 0

2002
1（（ 常 1/21 7/（1 192 （2
1（（ 臨 10/18 12/1（ （7 0

200（
1（（ 常 1/20 7/28 190 （0
1（7 臨 9/2（ 10/10 1（ 0 衆院解散（10/10）、第 （（ 回総選挙（11/9）

第 2 次小泉

1（8 特 11/19 11/27 9 0

200（
1（9 常 1/19 （/1（ 1（0 0 第 20 回参院選（7/11）
1（0 臨 7/（0 8/（ 8 0
1（1 臨 10/12 12/（ （（ 0

200（
1（2 常 1/21 8/8 200 （（ 衆院解散（8/8）、第 （（ 回総選挙（9/11）

第 （ 次小泉
1（（ 特 9/21 11/1 （2 0

200（
1（（ 常 1/20 （/18 1（0 0

第 1 次安倍
1（（ 臨 9/2（ 12/19 8（ （

2007
1（（ 常 1/2（ 7/（ 1（2 12 第 21 回参院選（7/29）
1（7 臨

分裂

8/7 8/10 （ 0
第 1 次安倍／福田 1（8 臨 9/10 1/1（ 128 （（

2008
福田 1（9 常 1/18 （/21 1（（ （

麻生
170 臨 9/2（ 12/2（ 9（ 2（

2009
171 常 1/（ 7/21 198 （（ 衆院解散（7/21）、第 （（ 回総選挙（8/（0）

鳩山
172 特

一致
9/1（ 9/19 （ 0

17（ 臨 10/2（ 12/（ （0 （

2010
鳩山／菅 17（ 常 1/18 （/1（ 1（0 0 第 22 回参院選（7/11）

菅
17（ 臨

分裂

7/（0 8/（ 8 0
17（ 臨 10/1 12/（ （（ 0

2011
177 常 1/2（ 8/（1 220 70

野田

178 臨 9/1（ 9/（0 18 1（
179 臨 10/20 12/9 （1 0

2012
180 常 1/2（ 9/8 229 79
181 臨 10/29 11/1（ 19 0 衆院解散（11/1（）、第 （（ 回総選挙（12/1（）

第 2 次安倍

182 特 12/2（ 12/28 （ 0

201（
18（ 常 1/28 （/2（ 1（0 0 第 2（ 回参院選（7/21）
18（ 臨

一致

8/2 8/7 （ 0
18（ 臨 10/1（ 12/8 （（ 2

201（
18（ 常 1/2（ （/22 1（0 0
187 臨 9/29 11/21 （（ 0 衆院解散（11/21）、第 （7 回総選挙（12/1（）

第 （ 次安倍

188 特 12/2（ 12/2（ （ 0
201（ 189 常 1/2（ 9/27 2（（ 9（

201（
190 常 1/（ （/1 1（0 0 第 2（ 回参院選（7/10）
191 臨 8/1 8/（ （ 0
192 臨 9/2（ 12/17 8（ 17

2017
19（ 常 1/20 （/18 1（0 0
19（ 臨 9/28 9/28 1 0 衆院解散（9/28）、第 （8 回総選挙（10/22）

第 （ 次安倍

19（ 特 11/1 12/9 （9 0

2018
19（ 常 1/22 7/22 182 （2
197 臨 10/2（ 12/10 （8 0

2019
198 常 1/28 （/2（ 1（0 0 第 2（ 回参院選（7/21）
199 臨 8/1 8/（ （ 0

注： 国会について、常は常会、臨は臨時会、特は特別会をそれぞれ意味する。また、一致は一致
議会、分裂は分裂議会をそれぞれ示す。

出典：衆議院ウェブサイト「国会会期一覧」をもとに筆者作成。
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求
し
、
有
権
者
に
自
党
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
最
も
重
要
な
機
会
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
政
権
側
は
常
会
に
お
い
て
野
党
に
追
求
の
隙
を
与
え
な
い
よ
う
に
慎
重
に
行
動
し
、
有
権
者
の
支
持
を
保
っ
た
状

態
で
参
院
選
に
移
る
こ
と
を
望
む
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
逆
に
、
選
挙
の
直
前
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
積
極
的
に
自
ら

の
政
策
を
推
進
し
て
実
績
を
作
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
参
院
選
の
前
に
お
け
る
国

会
の
時
間
的
制
約
の
大
き
さ
を
考
慮
す
れ
ば
、
説
得
的
な
対
抗
仮
説
に
は
な
り
得
な
い
。
表
1
は
、
参
院
選
が
実
施
さ
れ
た
年
の
常

会
に
つ
い
て
は
、
七
月
に
選
挙
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
二
〇
〇
七
年
の
常
会
以
外
は
会
期
の
延
長
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
が
、
一
般
的
に
論
争
的
な
重
要
法
案
を
成
立
さ
せ
る
に
は
非
常
に
多
く
の
時
間
を
必
要
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
安
倍

内
閣
が
二
〇
一
五
年
の
常
会
で
成
立
さ
せ
た
安
全
保
障
関
連
法
案
は
、
同
年
五
月
一
五
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
て
か
ら
九
月
一
九
日

に
成
立
す
る
ま
で
四
カ
月
以
上
を
要
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
国
会
の
会
期
は
九
五
日
延
長
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
、
内
閣
及
び
与
党

は
参
院
選
の
直
前
の
常
会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
な
い
年
の
常
会
と
比
較
し
て
抑
制
的
に
行
動
す
る
と
考
え
た
方
が
妥
当

で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
内
閣
が
参
院
選
の
直
前
の
常
会
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
抑
制
的
に
行
動
す
る
か
は
、
そ
れ
が
い
か
に
参
院
選
、
あ
る
い
は

参
議
院
そ
の
も
の
を
重
視
し
て
い
る
か
に
依
存
す
る
。
政
権
の
担
当
者
で
あ
れ
ば
、
誰
し
も
参
議
院
に
お
い
て
多
数
を
確
保
す
る
こ

と
が
、
い
か
に
国
政
運
営
の
う
え
で
重
要
で
あ
る
か
を
認
識
し
て
い
る
に
違
い
な
い
が
、
程
度
の
差
は
存
在
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
り
わ
け
、
実
際
に
分
裂
議
会
に
直
面
し
た
経
験
を
有
す
る
か
ど
う
か
は
、
参
院
選
に
臨
む
態
度
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
と

考
え
ら
れ
、
安
倍
内
閣
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
第
一
次
の
政
権
時
よ
り
も
、
分
裂
議
会
を
経
験
し
た
後
の
第
二
次
以
降
の
政
権
時

の
方
が
抑
制
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
第
一
次
の
安
倍
内
閣
に
加
え
て
、
そ
の
直

前
に
五
年
五
カ
月
に
わ
た
っ
て
一
致
議
会
の
下
で
政
権
を
担
当
し
た
小
泉
内
閣
も
比
較
の
対
象
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
泉
内
閣
に
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関
し
て
も
、
分
裂
議
会
の
経
験
こ
そ
な
い
が）

（1
（

、
参
議
院
に
よ
っ
て
郵
政
民
営
化
関
連
法
案
を
否
決
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
影
響

力
を
軽
視
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
小
泉
首
相
は
自
民
党
長
期
政
権
下
で
制
度
化
さ
れ
て
い
た
派
閥
推
薦
人
事
を
無
視

し
て
自
由
に
閣
僚
を
選
任
し
た
と
い
わ
れ
る
一
方
で
、
参
議
院
自
民
党
の
推
薦
に
基
づ
い
て
参
議
院
議
員
か
ら
二
～
三
名
を
閣
僚
に

起
用
す
る
と
い
う
「
参
議
院
枠
」
は
例
外
的
に
尊
重
し
た
。
し
か
し
、
安
倍
首
相
は
二
〇
〇
六
年
九
月
に
小
泉
首
相
の
後
を
受
け
、

高
い
支
持
率
の
も
と
で
内
閣
を
発
足
さ
せ
た
も
の
の
、
二
〇
〇
七
年
七
月
の
参
院
選
に
大
敗
し
て
分
裂
議
会
の
発
生
を
招
き
、
そ
の

後
ま
も
な
く
し
て
退
陣
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
う
経
験
を
持
つ
。
ま
た
、
安
倍
首
相
が
直
面
し
た
分
裂
議
会
は
、
そ
れ
ま
で
に
自
民

党
が
経
験
し
た
分
裂
議
会
と
は
大
き
く
異
な
り
、
与
党
勢
力
が
単
に
参
議
院
の
過
半
数
を
下
回
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
野
党

の
民
主
党
が
そ
の
最
大
勢
力
と
な
っ
て
参
議
院
の
議
事
運
営
を
主
導
し
た
た
め
に
、
内
閣
に
と
っ
て
は
閣
法
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が

よ
り
困
難
で
あ
っ
た）

（1
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
は
次
の
仮
説
を
得
る
。

仮
説 

：
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
は
、
第
一
次
安
倍
内
閣
と
小
泉
内
閣
よ
り
も
参
院
選
の
直
前
の
常
会
で
は
抑
制
的
な
国
会
運

営
を
行
う
。

　

そ
の
う
え
で
問
題
と
な
る
の
は
、
内
閣
及
び
与
党
の
国
会
運
営
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
分
析
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
、
分
析
視
角
と
仮
説
の
検
証
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。

三　

分
析
視
角

　

本
稿
で
は
、
内
閣
及
び
与
党
の
国
会
運
営
を
、
国
会
で
の
法
案
審
議
過
程
（
国
会
内
過
程
）
に
限
定
し
て
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
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法
案
が
準
備
さ
れ
、
国
会
に
提
出
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
過
程
（
国
会
前
過
程
）
を
も
射
程
に
入
れ
て
仮
説
を
検
証
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
国
会
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
国
会
内
過
程
に
分
析
の
焦
点
を
絞
っ
た
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
論
的
な

問
題
は
、
国
会
前
過
程
に
お
け
る
法
案
提
出
者
の
戦
略
的
な
行
動
を
考
慮
し
て
い
な
い
点
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
案
提
出

者
は
自
由
に
法
案
を
作
成
し
、
そ
れ
を
国
会
に
提
出
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
法
案
の
国
会
通
過
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

両
議
院
に
お
け
る
多
数
派
の
意
向
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
少
数
派
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
有
権
者
の
反
応
な
ど
も
考
慮
し
な
が
ら
法
案

を
作
成
し
、
そ
の
提
出
の
是
非
や
時
期
を
判
断
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
閣
法
を
企
画
、
立
案
す
る
各
省
庁
は
与
党
に

よ
る
事
前
審
査
の
前
か
ら
組
織
的
な
根
回
し
を
展
開
し
つ
つ
法
案
を
準
備
し
て
い
る
（
真
渕　
二
〇
一
〇; 

中
島　
二
〇
二
〇
）。

　

そ
う
し
た
法
案
提
出
者
の
「
予
測
的
対
応
（anticipated reactions

）」
の
結
果
、
国
会
に
提
出
さ
れ
る
法
案
は
、
そ
れ
が
閣
法

で
あ
る
場
合
、
少
な
く
と
も
与
党
の
政
策
選
好
を
反
映
さ
せ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
逆
に
そ
の
意
向
に
反
す
る
法
案
は
そ
も
そ
も

国
会
に
提
出
さ
れ
ず
に
潜
在
化
す
る
（
増
山　
二
〇
〇
三
）。
ま
た
、
本
稿
で
検
証
す
る
参
院
選
の
直
前
で
は
、
野
党
や
有
権
者
の
反

発
が
予
想
さ
れ
る
法
案
に
つ
い
て
も
国
会
へ
の
提
出
が
見
送
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
法
案
提
出
者
の
戦
略

的
な
行
動
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
国
会
内
過
程
に
姿
を
み
せ
た
法
案
だ
け
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
は
国
会
の
黙
示
的
な
影
響
力
を
見
落

と
す
こ
と
に
な
る）

（1
（

。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
国
会
前
過
程
に
お
け
る
内
閣
及
び
与
党
の
戦
略
的
な
行
動
を
も
対
象
と
し
て
、（
一
）
閣
法
の
選
別
、（
二
）

閣
法
の
提
出
、（
三
）
閣
法
に
対
す
る
野
党
の
態
度
に
そ
れ
ぞ
れ
着
目
し
て
仮
説
を
検
証
す
る
。

　

ま
ず
、（
一
）
の
閣
法
の
選
別
に
関
し
て
は
、
国
会
提
出
に
向
け
て
、
各
省
庁
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
る
閣
法
を
網
羅
的
に
把
握
し

た
う
え
で
、
そ
れ
を
以
下
の
二
つ
の
基
準
に
よ
っ
て
四
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
準
備
状
況
を
観
察
す
る
。
第
一
は
閣
法
の
重
要

度
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。
本
稿
で
は
閣
法
提
出
者
そ
れ
自
身
が
相
対
的
に
重
視
す
る
法
案
を
「
重
要
法
案
」
と
呼
び
、
逆
に
相
対
的

に
重
要
性
が
低
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
法
案
を
「
一
般
法
案
」
と
呼
ぶ
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で
重
要
法
案
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の
特
定
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
新
聞
記
事
や
両
議
院
の
事
務
局
の
資
料
な
ど
に
基
づ
い
て
重
要
法
案
を
選
別
し

て
い
る）

（1
（

。
し
か
し
、
そ
の
方
法
論
上
の
問
題
は
、
観
察
者
に
よ
っ
て
重
要
性
が
高
い
、
あ
る
い
は
論
争
的
で
あ
る
と
事
後
的
に
判
断

さ
れ
た
法
案
を
重
要
法
案
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
こ
に
観
察
者
の
主
観
が
入
り
込
む
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
ま
た
当
然
な

が
ら
、
国
会
に
提
出
さ
れ
な
い
法
案
は
そ
も
そ
も
重
要
法
案
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
内
閣
そ
れ
自
身
が
何
を
重
要

法
案
と
認
識
し
て
い
た
の
か
を
探
る）

（1
（

。
た
だ
し
、
全
て
の
重
要
法
案
が
国
政
運
営
の
観
点
か
ら
早
期
に
成
立
さ
せ
る
法
案
で
あ
る
と

は
限
ら
な
い
た
め
、
第
二
に
閣
法
の
緊
急
度
を
考
慮
す
る
。
す
な
わ
ち
、
内
閣
が
重
要
法
案
の
中
で
も
早
期
の
成
立
を
望
み
、
相
対

的
に
緊
急
度
を
高
く
設
定
す
る
法
案
を
「
優
先
重
要
法
案
」
と
呼
び
、
逆
に
緊
急
度
の
低
い
重
要
法
案
を
「
劣
後
重
要
法
案
」
と
呼

ぶ
。
ま
た
、
一
般
法
案
に
つ
い
て
も
、
そ
の
緊
急
度
に
応
じ
て
、
そ
れ
が
高
い
「
優
先
一
般
法
案
」
と
そ
れ
が
低
い
「
劣
後
一
般
法

案
」
と
に
区
別
で
き
る
。

　

日
本
の
国
会
は
会
期
が
比
較
的
短
く
区
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
時
間
的
な
制
約
が
大
き
い
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
が

（M
ochizuki 1982; 

岩
井　
一
九
八
八
）、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
参
院
選
前
の
常
会
は
選
挙
が
七
月
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
会
期

の
延
長
が
難
し
く
、
そ
の
他
の
年
の
常
会
と
比
べ
て
国
会
日
程
が
さ
ら
に
窮
屈
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
重
要
法
案
の
中
に
は
野
党

が
激
し
く
反
発
す
る
よ
う
な
論
争
的
法
案
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
閣
は
参
院
選
前
の
常

会
に
お
い
て
は
重
要
法
案
を
選
択
的
に
絞
り
込
む
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
絞
り
込
み
の
対
象
と
な
る
の
は
、
緊
急
性
を
伴

う
優
先
重
要
法
案
で
は
な
く
、
劣
後
重
要
法
案
の
方
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、（
二
）
の
閣
法
の
提
出
に
関
し
て
は
、
各
省
庁
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
閣
法
が
実
際
に
ど
れ
だ
け
国
会
に
提
出
さ
れ
る
の

か
を
観
察
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
各
省
庁
は
事
前
に
関
係
ア
ク
タ
ー
と
接
触
し
、
そ
れ
ら
の
政
策
選
好
を
踏
ま
え
つ
つ
入
念
に

閣
法
を
準
備
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
ど
の
法
案
を
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
国
会
に
提
出
す
る
か
と
い
う
政
治
的
判
断
は
内
閣
と
与

党
、
特
に
国
対
の
協
議
に
委
ね
ら
れ
る
。
閣
法
の
選
別
の
場
合
と
同
様
に
考
え
る
な
ら
ば
、
参
院
選
前
の
常
会
に
お
い
て
内
閣
及
び
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与
党
は
よ
り
慎
重
に
国
会
に
提
出
す
る
法
案
を
取
捨
選
択
す
る
た
め
に
、
事
前
に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
実
際
に
は
国
会
に
提

出
さ
れ
な
い
法
案
が
増
え
る
と
予
想
さ
れ
る
。

　

以
上
の
（
一
）
と
（
二
）
の
検
証
に
お
い
て
は
、
内
閣
官
房
内
閣
総
務
官
室
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
「
法
案
提
出
時
期
調
」

（
以
下
、「
時
期
調
」
と
い
う
）
を
用
い
る）

（1
（

。
内
閣
総
務
官
室
は
毎
年
、
常
会
の
召
集
に
先
立
ち
各
省
庁
に
対
し
て
国
会
に
提
出
を
予

定
す
る
法
案
に
つ
い
て
照
会
を
行
っ
て
お
り
、「
時
期
調
」
は
そ
れ
に
対
す
る
各
省
庁
の
回
答
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
法
案
ご
と
に
予
算
関
係
法
案
で
あ
る
か
否
か
、
提
出
関
係
、
法
案
規
模
、
他
省
庁
関
係
、
閣
議
決
定
希
望
日
、
法
制
局
審
査
希

望
時
期
、
留
意
事
項
に
つ
い
て
記
載
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
提
出
関
係
に
は
、
提
出
確
定
の
法
案
に
つ
い
て
は
「
Ａ
」（
以
下
、
Ａ

法
案
と
い
う
）、
提
出
予
定
の
法
案
に
つ
い
て
は
「
Ｂ
」（
以
下
、
Ｂ
法
案
と
い
う
）、
提
出
す
る
か
ど
う
か
検
討
中
の
法
案
に
つ
い
て

は
「
Ｃ
」（
以
下
、
Ｃ
法
案
と
い
う
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
留
意
事
項
の
欄
に
は
、
二
〇
〇
一
年

常
会
か
ら
二
〇
〇
九
年
常
会
ま
で
の
間
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ど
の
法
案
が
重
要
法
案
で
あ
る
か
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
、
年
度
内
に
成
立
し
な
け
れ
ば
、
国
民
生
活
な
ど
に
多
大
な
影
響
が
あ
る
と
さ
れ
る
法
案
に
は
「
日
切
れ
」、
そ
れ
に

準
じ
る
と
さ
れ
る
法
案
に
は
「
日
切
れ
扱
い
」、
さ
ら
に
四
月
以
降
の
特
定
の
時
期
ま
で
に
成
立
し
な
け
れ
ば
支
障
が
生
じ
る
と
さ

れ
る
法
案
に
は
「
期
限
切
れ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
の
「
時
期
調
」
に
基
づ
い
て
重
要
法
案
を
特
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
で
日
切
れ
、
日
切
れ
扱
い
、

期
限
切
れ
の
法
案
と
し
て
、
早
期
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
優
先
重
要
法
案
と
み
な
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る

記
載
の
な
い
劣
後
重
要
法
案
と
区
別
す
る
。
ま
た
、
重
要
法
案
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
一
般
法
案
に
関
し
て
も
、
そ
う
し
た
期
限
が

示
さ
れ
て
い
る
法
案
を
優
先
一
般
法
案
と
み
な
し
て
、
そ
の
他
の
劣
後
一
般
法
案
と
区
別
す
る
。
な
お
、「
時
期
調
」
に
よ
っ
て
重

要
法
案
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
二
〇
一
〇
年
常
会
以
降
に
つ
い
て
は
、
首
相
が
常
会
の
冒
頭
に
お
い
て
内
閣
の
基
本
方
針
や

政
策
な
ど
を
述
べ
る
施
政
方
針
演
説
の
中
で
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
言
及
さ
れ
た
法
案
を
閣
法
提
出
者
そ
れ
自
身
が
相
対
的
に
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重
視
す
る
重
要
法
案
と
み
な
す）

（1
（

。

　

最
後
に
、（
三
）
の
閣
法
に
対
す
る
野
党
態
度
に
関
し
て
は
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
閣
法
が
ど
れ
だ
け
野
党
の
支
持
を
得
て
い
る

か
を
観
察
す
る
。
こ
こ
で
は
基
本
的
に
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
野
党
の
賛
否
を
み
る
が
、
野
党
が
本
会
議
を
欠
席
し
て
い
る
場
合

や
、
そ
こ
で
の
採
決
に
は
至
っ
て
い
な
く
と
も
参
議
院
は
通
過
し
て
い
る
場
合
は
参
議
院
本
会
議
に
お
け
る
賛
否
を
み
る
。
参
院
選

前
の
常
会
で
は
野
党
は
法
案
審
議
を
通
じ
て
有
権
者
に
内
閣
の
政
策
の
問
題
点
な
ど
を
よ
り
強
く
訴
え
る
傾
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
内
閣
及
び
与
党
と
し
て
は
有
権
者
の
反
感
を
買
わ
な
い
よ
う
に
、
野
党
が
激
し
く
反
対
す
る
閣
法
の
採
決
は
見
送
る
一
方
、
で

き
る
限
り
多
く
の
野
党
の
支
持
を
得
て
閣
法
を
成
立
さ
せ
た
い
と
い
う
誘
因
を
持
つ
。
特
に
、
政
権
の
座
を
め
ぐ
っ
て
対
立
関
係
に

あ
る
野
党
第
一
党
の
行
動
に
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
有
権
者
の
注
目
が
集
ま
る
た
め
、
内
閣
・
与
党
と
し
て
は
極
力
そ
れ
と
の
対
立
は

避
け
た
い
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
参
院
選
の
直
前
の
常
会
に
お
い
て
は
そ
の
他
の
常
会
と
比
較
し
て
、
与
党
の
賛
成

だ
け
で
強
引
に
成
立
を
図
る
閣
法
が
減
り
、
一
方
で
野
党
第
一
党
も
賛
成
す
る
閣
法
が
増
え
る
と
予
想
さ
れ
る
。

四　

比
較
と
考
察

四
・
一　

閣
法
の
選
別
と
国
会
提
出

　

参
院
選
の
直
前
に
お
い
て
、
安
倍
内
閣
が
ど
の
よ
う
な
国
会
運
営
を
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
閣
法
の
選
別
か
ら
確
認
す

る
。
表
2
は
小
泉
、
安
倍
両
内
閣
が
常
会
に
向
け
て
事
前
に
準
備
し
た
閣
法
を
、
重
要
度
と
緊
急
度
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
を
報

告
し
て
い
る）

11
（

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
重
要
法
案
に
分
類
さ
れ
た
法
案
の
件
数
で
あ
り）

1（
（

、
小
泉
内
閣
及
び
第
一
次
安
倍
内
閣
で
は
二

〇
〇
一
年
の
常
会
を
除
い
て
、
参
院
選
の
直
前
の
常
会
と
そ
れ
以
外
の
常
会
と
の
間
で
重
要
法
案
の
数
に
差
異
が
あ
る
と
は
い
え
な

い
が
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
で
は
参
院
選
を
前
に
し
た
常
会
に
お
い
て
重
要
法
案
の
件
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
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さ
れ
る
。
ま
た
、
緊
急
度
に
応
じ
て
重
要
法
案
を
区
別
し
た
と
き
、
優
先

重
要
法
案
に
つ
い
て
は
参
院
選
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
、
一
定
数
が
準

備
さ
れ
て
い
る
一
方
で）

11
（

、
劣
後
重
要
法
案
に
は
増
減
が
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
必
ず
し
も
成
立
を
急
ぐ
必
要
が
な
い
後
者
が
参
院
選
前
に
お
い
て
絞

り
込
み
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
、
小
泉
、
第
一
次
安
倍

両
内
閣
と
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
で
は
準
備
さ
れ
る
閣
法
の
件
数
に
大

き
な
違
い
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
二
〇
一
四
年
の
常
会
以
降
、
一
般
法
案
が

大
き
く
減
少
し
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
わ
か
る
。

　

次
に
、
常
会
に
あ
た
っ
て
準
備
さ
れ
た
閣
法
の
国
会
提
出
状
況
を
確
認

す
る
。
本
稿
の
分
析
対
象
期
間
に
Ｂ
法
案
（
提
出
予
定
法
案
）
に
指
定
さ

れ
た
法
案
は
存
在
し
な
か
っ
た
た
め）

11
（

、
表
3
は
閣
法
を
Ａ
法
案
（
提
出
確

定
法
案
）
と
Ｃ
法
案
（
提
出
検
討
中
法
案
）
に
分
け
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
会
提
出
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
で
あ
る
の
が
、
Ｃ
法

案
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
事
前
に
提
出
確
定
と
さ
れ
た
Ａ
法
案
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
の
常
会
に
お
い
て
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
国
会
に
提
出
さ
れ
て

い
る
一
方
で
、
提
出
を
検
討
中
と
さ
れ
た
Ｃ
法
案
は
分
裂
議
会
下
の
二
〇

一
三
年
の
常
会
を
例
外
と
し
て
、
そ
も
そ
も
件
数
自
体
が
少
な
い
も
の
の
、

常
会
に
よ
っ
て
提
出
状
況
に
少
な
か
ら
ず
差
異
が
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
第
一
次
安
倍
内
閣
下
の
二
〇
〇
七
年
の
常
会
で
は
参
院
選
の
前
に
も

表 2　事前準備法案の分類

常会

小泉・安倍（第 1 次） 安倍（第 2 次以降）

2001 2002 200（ 200（ 200（ 200（ 2007 201（ 201（ 201（ 201（ 2017 2018 2019

（参） （参） （衆） （参） （参） （参） （参）

重要法案
優先 （ 7 8 （ （ （ 9 （ （ （ 9 7 9 （

劣後 10 21 2（ 20 1（ 19 17 9 21 2（ 1（ 2（ 17 1（

計 1（ 28 （2 2（ 22 2（ 2（ 1（ 27 29 2（ （1 2（ 19

（1（.0）（2（.7）（2（.（）（18.（）（21.（）（2（.0）（2（.7） （1（.9）（（1.0）（（（.7）（（1.0）（（2.（）（（8.2）（（0.（）

一般法案
優先 18 8 18 17 1（ 1（ 1（ 12 7 9 （ （ （ 9

劣後 80 （9 7（ 99 （7 （9 （1 （8 （（ （1 （0 （8 （（ （（

計 98 77 9（ 11（ 81 7（ 7（ 80 （0 （0 （（ （2 （2 （（

（8（.0）（7（.（）（7（.（）（81.7）（78.（）（7（.0）（7（.（） （8（.1）（（9.0）（（（.（）（（9.0）（（7.（）（（1.8）（（9.（）

総計 11（ 10（ 12（ 1（2 10（ 100 101 9（ 87 79 （1 7（ （8 （2

注 1： （衆）は常会直後に総選挙が、（参）は常会直後に参院選がそれぞれ実施されていることを
示す。

注 2：括弧内の数値は各年の総計に占める各法案の割合を示す。
出典：内閣官房内閣総務官室編「法案提出時期調」（各常会）をもとに筆者作成。
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か
か
わ
ら
ず
、
九
件
中
六
件
の
Ｃ
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
参

院
選
前
の
常
会
で
は
参
院
選
が
実
施
さ
れ
な
い
年
の
常
会
と
比
較
し
て
国
会
提
出
に
至

る
法
案
が
少
な
い
。
特
に
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
下
の
二
〇
一
六
年
と
二
〇
一
九

年
の
常
会
で
は
Ｃ
法
案
が
合
わ
せ
て
一
〇
件
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
国
会
に
提

出
さ
れ
た
の
は
一
件
に
過
ぎ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
Ａ
法
案
で
は
な
く
、
Ｃ
法
案
と
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、「
時

期
調
」
に
そ
の
理
由
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
七
年
の
常
会
に

お
い
て
Ｃ
法
案
と
さ
れ
た
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
「
政
府
・

与
党
の
重
要
政
策
に
係
る
も
の
で
あ
る
が
、
関
係
者
と
の
十
分
な
意
見
交
換
等
が
必
要

で
あ
る
た
め
」
と
さ
れ
、
同
じ
く
同
国
会
で
Ｃ
法
案
と
な
っ
た
イ
ラ
ク
支
援
特
措
法
改

正
案
は
「
イ
ラ
ク
の
情
勢
を
見
極
め
つ
つ
、
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
」
と

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
法
案
と
は
関
係
者
の
間
で
調
整
が
つ
い
て
い
な
か
っ

た
り
、
国
会
内
外
の
情
勢
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
っ
た
り
と
、
何
ら
か
の
政
治
的
問
題

を
抱
え
て
い
る
法
案
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
取
り
扱
い
は
内
閣
及
び
与

党
が
ど
の
よ
う
な
国
会
運
営
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
推
論
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か

り
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
参
院
選
の
前
に
お
け
る
第
一
次
安
倍
内
閣
と
第
二
次
以
降
の

安
倍
内
閣
の
Ｃ
法
案
の
取
り
扱
い
を
よ
り
詳
細
に
比
較
す
る
こ
と
で
、
後
者
が
参
院
選

の
前
に
お
い
て
抑
制
的
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

表 3　A法案とC法案の国会提出状況

常会

小泉・安倍（第 1 次） 安倍（第 2 次以降）

2001 2002 200（ 200（ 200（ 200（ 2007 201（ 201（ 201（ 201（ 2017 2018 2019

（参） （参） （衆） （参） （参） （参） （参）

A 法案
準備 99 9（ 11（ 12（ 88 8（ 9（ （（ 80 7（ （（ （（ （（ （8

提出 99 9（ 11（ 12（ 87 8（ 9（ （（ 80 7（ （（ （（ （（ （7

（100.0）（98.9）（100.0）（99.2）（98.9）（98.8）（100.0） （98.（）（100.0）（98.（）（100.0）（98.（）（98.（）（98.（）

C 法案
準備 1（ 11 10 17 1（ 1（ 9 28 7 （ （ 7 （ （

提出 （ （ （ 2 1 （ （ （ 1 1 1 1 2 0

（20.0）（（（.（）（（0.0）（11.8）（（.7）（（0.0）（（（.7） （21.（）（1（.（）（20.0）（1（.7）（1（.（）（（0.0）（0.0）

注：括弧内の数値は各法案の提出率を示す。
出典： 内閣官房内閣総務官室編「法案提出時期調」（各常会）、参議院議事部議案課「議案審議

表」（各常会）をもとに筆者作成。
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四
・
二　

提
出
検
討
中
法
案
の
取
り
扱
い

　

ま
ず
、
第
一
次
安
倍
内
閣
に
関
し
て
、
二
〇
〇
七
年
の
参
院
選
の
直
前
に
開
か
れ
た
常
会
は
そ
の
前
年
の
九
月
に
発
足
し
た
安
倍

内
閣
に
と
っ
て
初
め
て
の
常
会
で
あ
り
、
教
育
再
生
関
連
法
案
や
社
会
保
険
庁
改
革
関
連
法
案
、
労
働
法
制
改
革
関
連
法
案
な
ど
の

重
要
法
案
に
加
え
て
、
前
国
会
で
継
続
審
査
と
さ
れ
た
国
民
投
票
法
案
（
衆
法
）
や
少
年
法
等
改
正
案
な
ど
の
論
争
的
な
法
案
も
多

数
、
国
会
で
審
議
さ
れ
た
。
そ
の
状
況
で
、
安
倍
内
閣
は
九
件
の
Ｃ
法
案
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
内
訳
は
優

先
重
要
法
案
一
件
、
劣
後
重
要
法
案
三
件
、
劣
後
一
般
法
案
五
件
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
重
要
性
は
高
い
が
提

出
検
討
中
と
さ
れ
た
計
四
件
の
重
要
法
案
の
取
り
扱
い
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
優
先
重
要
法
案
が
イ
ラ
ク
支
援
特
措
法
改
正
案
、
劣

後
重
要
法
案
が
教
育
再
生
関
連
三
法
案
で
あ
る
。
前
者
は
二
〇
〇
七
年
七
月
に
期
限
を
迎
え
る
「
期
限
切
れ
」
の
法
案
と
さ
れ
、
た

と
え
国
会
審
議
に
お
い
て
野
党
の
反
発
な
ど
が
予
想
さ
れ
た
と
し
て
も
、
内
閣
と
し
て
早
期
に
成
立
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
い
法
案
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
安
倍
首
相
が
常
会
で
の
施
政
方
針
演
説
の
中
で
「
内
閣
の
最
重
要
課
題
」
の
ひ
と
つ
に
位
置
づ
け
た

教
育
再
生
に
か
か
わ
る
法
案
で）

11
（

、
教
育
目
標
の
見
直
し
や
教
育
委
員
会
制
度
の
改
革
、
教
員
免
許
の
更
新
制
度
の
導
入
な
ど
を
図
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
Ｃ
法
案
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
必
ず
し
も
二
〇
〇
七
年
の
常
会
で
成
立
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
法
案
と
は
い

え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
安
倍
内
閣
は
イ
ラ
ク
支
援
特
措
法
改
正
案
だ
け
で
な
く
教
育
再
生
関
連
法
案
も
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
全

て
を
成
立
さ
せ
た
。
た
だ
し
、
両
法
案
と
も
に
賛
成
し
た
の
は
与
党
の
み
で
あ
り
、
最
大
野
党
の
民
主
党
を
は
じ
め
、
全
て
の
野
党

が
反
対
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
は
参
院
選
の
前
の
Ｃ
法
案
の
取
り
扱
い
に
実
に
慎
重
で
あ
っ
た
。
安
倍
内
閣
が
政
権

復
帰
後
に
初
め
て
迎
え
た
常
会
は
二
〇
一
三
年
の
参
院
選
を
前
に
し
た
常
会
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
分
裂
議
会
下
の
国
会
で
あ
る
た
め
、

一
致
議
会
に
お
け
る
内
閣
・
与
党
の
行
動
と
は
差
異
が
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
う
え
で
な
お
注
目
す
べ
き
事
例
は
、

二
八
件
に
も
及
ぶ
Ｃ
法
案
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
特
定
秘
密
保
護
法
案
の
立
法
過
程
で
あ
る）

11
（

。
そ
の
法
制
化
に
向
け
た
実
質
的
な
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作
業
は
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
に
尖
閣
沖
漁
船
衝
突
事
件
に
関
わ
る
情
報
漏
え
い
が
発
生
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
民
主
党
政
権
の
下

で
進
め
ら
れ
、
野
田
内
閣
下
の
二
〇
一
二
年
の
常
会
に
お
い
て
、「
特
別
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
仮
称
）」
と
い
う
件
名
で
Ｃ

法
案
と
し
て
準
備
さ
れ
た
。
結
果
的
に
、
そ
れ
が
国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
安
倍
内
閣
に
代
わ
っ
た

翌
年
の
常
会
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
の
常
会
で
は
、「
特
別
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
（
仮
称
）」
と
い
う

件
名
に
な
っ
て
い
た
が
、
依
然
と
し
て
Ｃ
法
案
の
ま
ま
で
あ
り
、
安
倍
内
閣
も
ま
た
そ
の
国
会
提
出
を
見
送
り
、
参
院
選
後
に
召
集

さ
れ
た
臨
時
会
（
第
一
八
五
回
国
会
）
に
提
出
し
て
成
立
さ
せ
た
。
そ
の
臨
時
会
に
お
い
て
特
定
秘
密
保
護
法
案
が
野
党
だ
け
の
反

発
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
間
的
に
も
広
く
論
争
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

二
〇
一
三
年
の
常
会
に
お
い
て
論
争
的
な
Ｃ
法
案
の
提
出
が
見
送
ら
れ
た
要
因
と
し
て
分
裂
議
会
の
影
響
を
排
除
で
き
な
い
一
方

で
、
二
〇
一
六
年
の
参
院
選
前
の
常
会
で
も
安
倍
内
閣
は
Ｃ
法
案
の
取
り
扱
い
に
慎
重
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
二
〇
一
六
年
の
常
会

は
一
致
議
会
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
前
に
準
備
さ
れ
た
法
案
数
が
六
一
と
少
な
く
、
そ
れ
は
二
〇
一
四
年
の
常
会
の
八
七

件
や
二
〇
一
五
年
の
常
会
の
七
九
件
か
ら
も
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の
六
件
が
Ｃ
法
案
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
安
倍
内
閣
が
参
院
選
を
前
に
し
て
抑
制
的
に
法
案
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
Ｃ
法
案
の
う
ち
、
五
件
は
劣
後

一
般
法
案
で
あ
る
が
、
一
件
は
劣
後
重
要
法
案
で
あ
る
。
そ
こ
で
提
出
を
検
討
中
と
さ
れ
た
重
要
法
案
は
教
育
公
務
員
特
例
法
改
正

案
で
あ
り
、
所
管
す
る
文
部
科
学
省
は
そ
れ
を
Ｃ
法
案
と
す
る
理
由
を
「
時
期
調
」
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

教
育
再
生
実
行
会
議
第
七
次
提
言
（
平
成
二
七
年
五
月
）
を
踏
ま
え
た
重
要
法
案
で
あ
る
が
、
著
作
権
法
改
正
を
Ｔ
Ｐ
Ｐ
関
連
の
一
括
法

案
と
し
て
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
次
期
通
常
国
会
の
審
議
日
程
を
考
慮
し
て
、
提
出
法
案
の
本
数
を
極
力
絞
ら
ざ
る
を
得
な

い
と
こ
ろ
、
国
会
の
状
況
を
見
極
め
つ
つ
、
次
期
通
常
国
会
の
次
の
国
会
で
は
、
最
優
先
の
法
案
と
し
て
提
出
す
る
見
通
し
で
あ
る
た
め

　

こ
れ
は
閣
法
を
企
画
、
立
案
す
る
省
庁
の
レ
ベ
ル
ま
で
参
院
選
を
意
識
し
た
法
案
準
備
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
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い
う
意
味
で
実
に
興
味
深
い
が
、
安
倍
内
閣
は
こ
の
記
述
の
通
り
、
二
〇
一
六
年
の
常
会
に
は
劣
後
一
般
法
案
の
う
ち
の
一
件
を
提

出
し
た
の
み
で
、
教
育
公
務
員
特
例
法
改
正
案
の
提
出
は
見
送
り
と
し
た
。
な
お
、
特
定
秘
密
保
護
法
案
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の

法
案
も
参
院
選
後
の
臨
時
会
（
第
一
九
二
回
国
会
）
に
提
出
さ
れ
て
成
立
を
み
た
。

　

続
く
二
〇
一
九
年
の
参
院
選
前
の
常
会
で
も
事
前
に
準
備
さ
れ
た
閣
法
は
六
二
件
に
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
Ｃ
法
案
と
さ

れ
た
四
件
（
全
て
劣
後
一
般
法
案
）
は
い
ず
れ
も
国
会
へ
の
提
出
が
見
送
ら
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
九
年
の
常
会
で
は
Ａ
法
案
で

あ
っ
た
著
作
権
法
改
正
案
も
劣
後
一
般
法
案
に
分
類
さ
れ
る
と
は
い
え
、
国
会
提
出
を
見
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る）

11
（

。
そ

れ
は
権
利
者
の
許
可
な
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
げ
ら
れ
た
と
知
り
な
が
ら
、
漫
画
や
写
真
な
ど
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
を

禁
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
個
人
の
知
的
な
活
動
の
基
盤
と
な
る
ネ
ッ
ト
上
で
の
情
報
収
集
が
萎
縮
す
る
な
ど

の
懸
念
が
噴
出
し
た
。
そ
う
し
た
反
発
が
俄
に
広
が
り
を
み
せ
る
中
、
安
倍
内
閣
は
参
院
選
前
の
著
作
権
法
改
正
案
の
成
立
を
断
念

し
た
の
で
あ
っ
た
。

四
・
三　

閣
法
の
国
会
審
議
と
野
党
態
度

　

そ
れ
で
は
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
が
参
院
選
の
直
前
に
抑
制
的
に
な
る
こ
と
は
国
会
に
お
け
る
法
案
審
議
か
ら
も
観
察
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
四
つ
に
分
類
し
た
閣
法
の
立
法
的
帰
結
を
確
認
す
る
た
め
に
、
表
4
は
そ
れ
ぞ
れ
の
提
出
状
況
と
成
立
状

況
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
緊
急
性
を
伴
う
優
先
法
案
に
つ
い
て
は
、
重
要
法
案
か
否
か
、
参
院
選
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
全
て
が
国
会
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
緊
急
性
が
低
い
劣
後
法
案
に
つ
い
て
は
重
要
法
案
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
し
も
全
て
の
法
案
が
国
会
に
提
出

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
劣
後
重
要
法
案
の
成
立
率
に
は
常
会
に
よ
っ
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
五

年
の
常
会
は
郵
政
民
営
化
関
連
法
案
の
審
議
が
難
航
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
会
期
の
途
中
で
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
た
め
に
、
成
立
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率
が
約
四
割
と
特
に
低
く
な
っ
て
お
り
、
二
〇
〇
二

年
の
常
会
に
関
し
て
も
六
割
の
成
立
率
に
終
わ
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
事
前
に
劣
後
重
要
法
案
の

絞
り
込
み
が
み
ら
れ
た
参
院
選
前
の
二
〇
〇
一
年
常

会
、
二
〇
一
三
年
常
会
、
二
〇
一
六
年
常
会
で
は
八

割
以
上
の
法
案
が
、
二
〇
一
九
年
常
会
に
関
し
て
は

全
て
の
法
案
が
国
会
を
通
過
し
て
い
る
。
な
お
、
劣

後
重
要
法
案
の
絞
り
込
み
が
行
わ
れ
た
と
は
い
え
な

い
二
〇
〇
四
年
常
会
と
二
〇
〇
七
年
常
会
で
も
、
成

立
率
は
そ
れ
ぞ
れ
九
四
・
一
％
と
八
六
・
七
％
に

な
っ
て
い
る
が
、
次
に
確
認
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

強
引
と
も
い
え
る
国
会
運
営
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

い
。

　

次
に
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
閣
法
に
対
す
る
野
党

の
態
度
を
確
認
す
る
。
表
5
は
本
会
議
採
決
に
お
い

て
各
党
の
賛
否
が
明
ら
か
に
な
っ
た
閣
法
を
対
象
と

し
て
、
全
会
一
致
、
与
党
単
独
、
野
党
第
一
党
反
対

の
件
数
を
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
て
い
る
。
全
会
一
致
に

は
全
て
の
政
党
が
賛
成
し
た
閣
法
の
件
数
、
与
党
単

表 4　事前準備法案の提出状況と成立状況

常会

小泉・安倍（第 1 次） 安倍（第 2 次以降）

2001 2002 200（ 200（ 200（ 200（ 2007 201（ 201（ 201（ 201（ 2017 2018 2019

（参） （参） （衆） （参） （参） （参） （参）

重要法案

優先

提出
（ 7 8 （ （ （ 9 （ （ （ 9 7 9 （

（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0） （100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）

成立
（ 7 8 （ （ （ 9 （ （ （ 9 7 9 （

（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0） （100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）

劣後

提出
10 21 2（ 20 1（ 19 17 9 21 2（ 1（ 2（ 17 1（

（100.0）（9（.2）（9（.8）（8（.0）（7（.0）（89.（）（88.2） （100.0）（9（.2）（100.0）（9（.8）（9（.8）（100.0）（100.0）

成立
8 12 22 1（ （ 1（ 1（ 8 20 21 1（ 21 1（ 1（

（80.0）（（0.0）（9（.7）（9（.1）（（1.7）（7（.（）（8（.7） （88.9）（100.0）（91.（）（8（.7）（91.（）（88.2）（100.0）

一般法案

優先

提出
18 8 18 17 1（ 1（ 1（ 12 7 9 （ （ （ 9

（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0） （100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）

成立
18 8 18 17 1（ 1（ 1（ 12 7 9 （ （ （ 9

（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0） （100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）（100.0）

劣後

提出
80 （9 7（ 99 （7 （9 （1 （8 （（ （1 （0 （8 （（ （（

（8（.0）（89.9）（9（.7）（8（.9）（8（.（）（8（.（）（9（.7） （（7.（）（90.（）（87.8）（8（.7）（8（.2）（91.7）（8（.（）

成立
（（ （（ 70 80 （0 （7 （（ （7 （（ 29 22 （1 （0 2（

（92.（）（90.（）（98.（）（9（.0）（89.（）（92.2）（91.（） （80.（）（9（.8）（80.（）（8（.（）（9（.9）（90.9）（89.7）

注： 提出（件数）の下の括弧内の数値は各法案の提出率を、成立（件数）の下の括弧内の数値は
各法案の成立率（国会に提出された法案の成立率）をそれぞれ示す。

出典： 内閣官房内閣総務官室編「法案提出時期調」（各常会）、参議院議事部議案課「議案審議
表」（各常会）をもとに筆者作成。
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表 5　閣法に対する各党態度

常会

小泉・安倍（第 1 次） 安倍（第 2 次以降）

2001 2002 200（ 200（ 200（ 200（ 2007 201（ 201（ 201（ 201（ 2017 2018 2019

（参） （参） （衆） （参） （参） （参） （参）

全会一致 （0 （7 （9 （（ （1 （（ （0 （（ （1 2（ 1（ 19 21 2（

（（（.（）（（2.0）（（（.1）（（（.2）（（9.（）（（0.2）（（（.（） （（（.7）（（（.8）（（（.8）（（2.0）（29.7）（（（.（）（（2.（）

与党単独 8 12 29 2（ 18 18 21 1 1 （ 1 1 0 （

（8.7）（1（.（）（2（.（）（19.2）（21.7）（22.0）（2（.（） （1.（） （1.（） （8.7） （2.0） （1.（） （0.0） （7.（）

野党第一党反対 11 1（ （（ （1 21 28 22 2 11 1（ 7 1（ 1（ 1（

（12.0）（17.0）（28.0）（2（.8）（2（.（）（（（.1）（2（.（） （（.0）（1（.8）（20.（）（1（.0）（20.（）（21.（）（2（.9）

N 92 88 118 120 8（ 82 90 （7 80 （9 （0 （（ （1 （（

（重要法案のみ）

全会一致 （ （ 2 1 1 2 1 （ 8 7 （ （ （ （

（21.（）（1（.8）（（.7） （（.（） （（.（）（10.（）（（.2） （（（.7）（（0.8）（2（.0）（27.（）（1（.8）（1（.7）（2（.（）

与党単独 （ 10 1（ 11 11 9 17 1 1 （ 1 1 0 （

（（（.7）（（2.（）（（0.0）（（0.0）（（1.1）（（7.（）（70.8） （7.1） （（.8）（21.（）（（.（） （（.（） （0.0）（1（.8）

野党第一党反対 （ 1（ 1（ 11 1（ 12 18 2 8 11 7 10 8 8

（（（.7）（（8.（）（（（.（）（（0.0）（72.2）（（（.2）（7（.0） （1（.（）（（0.8）（（9.（）（（1.8）（（（.（）（（（.（）（（2.1）

N 1（ 19 （0 22 18 19 2（ 1（ 2（ 28 22 29 2（ 19

注：括弧内の数値は各党の賛否が判明した法案（N）に占める各項目の割合を示す。
出典：衆議院ウェブサイト「法律案等審査経過概要」（各常会）をもとに筆者作成。

独
に
は
与
党
だ
け
が
賛
成
し
、
全
て
の
野
党
が
反
対
し
た
閣
法

の
件
数
、
野
党
第
一
党
反
対
に
は
最
大
野
党
が
反
対
し
た
閣
法

の
件
数
を
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
表
の
下
段
に
は
、

重
要
法
案
だ
け
を
対
象
と
し
て
各
党
の
態
度
を
示
し
た
。

　

は
じ
め
に
全
会
一
致
に
つ
い
て
み
る
と
、
参
院
選
の
直
前
の

常
会
で
は
二
〇
一
六
年
の
常
会
を
除
い
て
全
党
の
支
持
を
得
る

閣
法
が
そ
れ
以
外
の
年
の
常
会
と
比
較
し
て
多
く
、
そ
の
割
合

も
四
割
か
ら
五
割
と
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
重
要
法
案
に
限
れ
ば
、
参
院
選
の
有
無
に
よ
る
違
い

は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
重
要
法
案
が
相
対
的
に
野
党
の
支
持
を

得
に
く
い
法
案
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

他
方
で
、
与
党
単
独
と
野
党
第
一
党
反
対
に
つ
い
て
は
解
釈

が
難
し
い
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
小
泉
、
第
一
次

安
倍
両
内
閣
に
お
い
て
は
参
院
選
の
有
無
に
よ
る
差
は
明
確
で

な
い
。
む
し
ろ
第
一
次
安
倍
内
閣
下
の
二
〇
〇
七
年
の
常
会
は

そ
の
直
後
に
参
院
選
が
控
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
与
党

単
独
と
野
党
第
一
党
反
対
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
数
あ
り
、
特
に
重

要
法
案
に
関
し
て
は
、
そ
の
う
ち
の
七
〇
・
八
％
に
全
て
の
野

党
が
反
対
し
、
七
五
％
に
野
党
第
一
党
が
反
対
し
て
い
る
。
全
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て
の
野
党
が
反
対
し
た
法
案
の
中
に
は
、
先
に
触
れ
た
イ
ラ
ク
支
援
特
措
法
改
正
案
、
教
育
再
生
関
連
法
案
、
社
会
保
険
庁
改
革
関

連
法
案
、
労
働
法
制
改
革
関
連
法
案
な
ど
、
い
く
つ
も
の
重
要
か
つ
論
争
的
な
法
案
が
含
ま
れ
て
い
る
。
重
要
法
案
に
対
す
る
与
党

単
独
お
よ
び
野
党
第
一
党
反
対
の
件
数
は
割
合
と
と
も
に
分
析
対
象
期
間
の
中
で
最
高
で
あ
り
、
こ
う
し
た
強
引
と
も
い
え
る
国
会

運
営
が
直
後
の
参
院
選
に
お
け
る
与
党
の
敗
北
に
少
な
か
ら
ず
影
響
し
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
で
は
全
体
的
に
与
党
単
独
と
野
党
第
一
党
反
対
の
件
数
が
少
な
く
、
そ
れ
は
参
院
選

が
実
施
さ
れ
た
二
〇
一
三
年
と
二
〇
一
六
年
の
常
会
に
つ
い
て
特
に
い
え
る
。
同
じ
く
参
院
選
を
前
に
し
た
二
〇
一
九
年
の
常
会
に

つ
い
て
は
与
党
単
独
が
四
件
、
野
党
第
一
党
反
対
が
一
四
件
存
在
す
る
が
、
そ
れ
に
は
野
党
勢
力
の
分
散
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
野
党
第
一
党
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
直
前
に
結
党
さ
れ
た
立
憲
民
主
党
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
獲
得
議
席
は
四
六
五
議
席
中
五
五
議
席
に
過
ぎ
ず
、
第
二
党
と
な
っ
た
希
望
の
党
の
五
〇
議
席
に
肉
薄
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
自
公
政
権
と
し
て
は
圧
倒
的
な
第
一
党
で
は
な
い
立
憲
民
主
党
の
支
持
を
得
な
く
と
も
、
第
二
党
の
支
持
が
得
ら

れ
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。

五　

知
見
と
今
後
の
課
題

　

本
稿
で
は
定
期
的
に
実
施
さ
れ
る
参
議
院
選
挙
が
安
倍
内
閣
の
国
会
運
営
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
検
証
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
参
議
院
が
一
致
議
会
の
下
で
も
政
治
過
程
に
お
い
て
影
響
力
を
持
つ
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。

　

現
代
日
本
の
統
治
ル
ー
ル
の
下
で
は
、
衆
議
院
の
総
選
挙
だ
け
で
な
く
参
院
選
で
も
多
数
を
確
保
す
る
こ
と
が
内
閣
の
政
権
運
営

に
と
っ
て
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
は
総
選
挙
の
場
合
と
は
異
な
り
、
参
院
選
の
時
期
を
自
由
に
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
参
院
選
の
直
前
ま
で
野
党
な
ど
か
ら
厳
し
い
追
及
を
受
け
る
常
会
が
開
か
れ
る
。
本
稿
で
は
二
〇
〇
七
年
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の
参
院
選
に
大
敗
し
、
分
裂
議
会
の
下
で
総
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
た
経
験
を
持
つ
安
倍
内
閣
に
つ
い
て
、
政
権
復
帰
後
（
第
二
次
以

降
の
安
倍
内
閣
）
は
、
最
初
の
政
権
時
や
そ
の
前
の
小
泉
内
閣
と
比
較
し
て
、
参
院
選
の
直
前
の
常
会
で
は
抑
制
的
に
行
動
す
る
と

い
う
仮
説
を
導
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
国
会
内
過
程
だ
け
で
な
く
、
国
会
に
閣
法
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
の
国
会
前
過
程
を
も
分
析
の

射
程
に
入
れ
、（
一
）
閣
法
の
選
別
、（
二
）
閣
法
の
国
会
提
出
、（
三
）
閣
法
に
対
す
る
野
党
態
度
か
ら
仮
説
を
検
証
し
た
。

　

比
較
分
析
の
結
果
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。（
一
）
に
関
し
て
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
は
参
院
選
の
直
前
の
常

会
で
は
重
要
法
案
の
件
数
を
選
択
的
に
絞
り
込
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
絞
り
込
み
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
重
要
度
は
高
く
と
も
緊
急

性
が
低
い
重
要
法
案
（
劣
後
重
要
法
案
）
で
あ
り
、
緊
急
性
を
伴
う
重
要
法
案
（
優
先
重
要
法
案
）
は
参
院
選
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

毎
年
一
定
数
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。（
二
）
に
関
し
て
は
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
は
参
院
選
の
直
前
の
常
会
で
は
事
前
に
Ｃ
法

案
（
提
出
検
討
中
法
案
）
と
さ
れ
た
閣
法
の
提
出
を
よ
り
多
く
見
送
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
中
に
は
、
野
党
の
反
発
を
招
く
論
争

的
な
法
案
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
た
。（
三
）
に
関
し
て
は
、
参
院
選
の
直
前
の
常
会
で
は
、
与
野
党
を
問
わ
ず
全
党
の
支
持

を
得
る
閣
法
が
増
え
て
い
た
と
と
も
に
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
の
下
で
は
与
党
の
支
持
し
か
得
ら
れ
な
い
閣
法
や
最
大
野
党
が

反
対
す
る
閣
法
の
件
数
が
減
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　

本
稿
の
分
析
結
果
は
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
が
参
院
選
に
勝
利
し
、
参
議
院
の
多
数
を
維
持
す
る
た
め
に
戦
略
的
に
国
会
を

運
営
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
致
議
会
に
お
い
て
も
参
議
院
が
内
閣
の
行
動
に
黙
示
的
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
は
第
一
次
と
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
の
国
会
運
営
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

そ
れ
は
短
命
に
終
わ
っ
た
第
一
次
の
時
と
は
対
照
的
に
、
政
権
復
帰
後
の
安
倍
内
閣
が
な
ぜ
長
期
政
権
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か

に
つ
い
て
含
意
を
持
つ
。

　

そ
の
一
方
で
、
本
稿
に
は
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
も
あ
る
。
第
一
に
、
本
稿
で
は
参
院
選
が
内
閣
及
び
与
党
の
国
会
運
営
に
及
ぼ

す
影
響
を
検
証
し
た
が
、
そ
の
他
の
変
数
を
十
分
に
統
制
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
先
に
も
触
れ
た
二
〇
〇
五
年
の
常
会
は
参
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院
選
が
実
施
さ
れ
た
年
で
は
な
い
が
、
郵
政
民
営
化
関
連
法
案
と
い
う
小
泉
内
閣
の
最
重
要
法
案
が
提
出
さ
れ
た
た
め
に
、
重
要
法

案
の
件
数
が
絞
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
国
会
審
議
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
ま
た
、
本
稿
で
は
内
閣
及
び
与
党
が
一
体
的

に
国
会
運
営
を
行
う
と
い
う
仮
定
の
下
で
議
論
を
進
め
た
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
分
析
が
及
ん
で
い
な
い
。
閣
法
の
立
法
過
程

に
お
い
て
は
国
対
に
加
え
て
、
首
相
や
内
閣
官
房
、
与
党
幹
部
な
ど
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
閣
法
の

国
会
提
出
の
是
非
や
順
序
、
時
期
な
ど
が
ど
の
ア
ク
タ
ー
を
中
心
に
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
決
ま
る
の
か
に
つ
い
て
は
未

だ
に
重
要
な
研
究
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

〔
附
記
〕　

本
稿
は
日
本
政
治
学
会
二
〇
一
九
年
度
総
会
・
研
究
大
会
に
お
け
る
報
告
論
文
「
参
議
院
選
挙
と
国
会
政
治
」
を
大
幅
に
加
筆
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）　

敗
戦
か
ら
間
も
な
い
一
九
四
六
年
五
月
に
首
相
と
な
っ
た
吉
田
茂
は
、
翌
年
四
月
の
総
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
の
第
一
党
の
座
を
日

本
社
会
党
に
譲
っ
た
こ
と
を
受
け
て
首
相
を
辞
任
し
た
が
、
一
九
四
八
年
一
〇
月
に
再
び
首
相
に
な
る
と
、
一
九
五
四
年
一
二
月
ま
で
政

権
を
維
持
し
た
。
し
か
し
、
吉
田
が
最
初
に
首
相
に
な
っ
た
の
は
明
治
憲
法
下
で
帝
国
議
会
の
意
思
に
か
か
わ
り
な
く
天
皇
の
「
大
命
」

に
よ
っ
て
首
相
に
就
任
し
た
の
に
対
し
て
、
再
登
板
の
と
き
は
現
行
憲
法
下
で
国
会
の
指
名
に
基
づ
い
て
首
相
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

河
野
（
二
〇
一
八
）
は
政
権
復
帰
後
の
安
倍
内
閣
の
特
徴
と
し
て
、
支
持
率
が
下
落
し
て
も
持
ち
直
す
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
要
因

に
つ
い
て
、
支
持
率
の
一
時
的
な
下
落
自
体
が
、
も
と
も
と
安
倍
内
閣
に
批
判
的
な
リ
ベ
ラ
ル
層
の
働
き
か
け
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
安
倍
内
閣
と
近
い
関
係
に
あ
る
保
守
層
が
安
保
法
制
の
よ
う
な
論
争
的
な
政
策
に
つ
い
て
安
倍
を
支
持
す
る
の
を
躊
躇
し
た
こ
と
で

生
じ
て
い
る
と
論
じ
る
（
第
一
章
）。
そ
の
他
、
第
二
次
以
降
の
安
倍
内
閣
に
つ
い
て
は
、
中
北
（
二
〇
一
七
）、
上
川
（
二
〇
一
八
）、

曽
我
（
二
〇
一
八
）、
松
浦
（
二
〇
一
八
）
も
参
照
。

（
（
）　

自
民
党
は
一
九
八
九
年
七
月
の
参
院
選
に
よ
っ
て
過
半
数
の
議
席
を
失
っ
て
以
降
、
公
明
党
な
ど
他
党
と
の
連
立
に
よ
っ
て
参
議
院

の
多
数
を
確
保
し
て
き
た
が
、
二
〇
一
六
年
七
月
の
参
院
選
後
に
無
所
属
議
員
を
入
党
さ
せ
た
こ
と
で
二
七
年
ぶ
り
に
単
独
で
参
議
院
の
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過
半
数
を
占
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
九
年
七
月
の
参
院
選
に
お
い
て
自
民
党
は
改
選
定
数
一
二
四
の
う
ち
五
七
議
席

を
獲
得
し
た
も
の
の
、
再
び
単
独
過
半
数
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。

（
（
）　

た
だ
し
、
一
九
八
九
年
の
参
院
選
で
は
宇
野
首
相
が
、
一
九
九
八
年
の
参
院
選
で
は
橋
本
首
相
が
そ
れ
ぞ
れ
自
民
党
大
敗
の
責
任
を

と
っ
て
辞
任
し
た
。

（
（
）　

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
七
年
七
月
の
参
院
選
に
お
い
て
過
半
数
を
失
っ
た
自
公
両
党
が
そ
れ
を
回
復
し
た
の
は
、
六
年
後
の
二
〇
一
三

年
七
月
の
参
院
選
で
あ
っ
た
。

（
（
）　

安
倍
首
相
の
辞
任
の
直
接
的
な
原
因
は
自
身
の
健
康
問
題
で
あ
っ
た
が
、
安
倍
が
そ
の
「
職
を
賭
し
て
」
と
い
う
ほ
ど
ま
で
に
重
視

し
た
補
給
支
援
特
別
措
置
法
案
の
成
立
が
参
議
院
の
多
数
を
占
め
る
野
党
の
反
対
に
よ
っ
て
見
通
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
深
い
悩
み
種
と

な
っ
て
お
り
、
安
倍
は
辞
任
表
明
の
会
見
で
も
「
私
が
辞
す
る
こ
と
で
局
面
を
転
換
し
た
方
が
、
む
し
ろ
良
い
と
判
断
」
し
た
と
語
っ
て

い
る
。『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
七
年
九
月
一
三
日
朝
刊
。

（
7
）　

日
本
の
政
治
的
景
気
循
環
を
検
証
す
る
研
究
の
大
半
は
、
衆
議
院
の
総
選
挙
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
土
居
（
一
九
九
八
）

や
斉
藤
（
二
〇
一
〇
）
は
総
選
挙
だ
け
で
な
く
参
院
選
を
も
分
析
の
対
象
に
含
め
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
後
者
は
参
院
選
前
に
内
閣
の
支

持
率
が
低
い
状
況
で
は
政
府
投
資
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、
逆
に
そ
れ
が
高
い
状
況
で
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
（
第
四
章
）。

（
8
）　

日
本
の
議
院
内
閣
制
の
特
徴
と
し
て
、
内
閣
が
国
会
の
議
事
運
営
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
（
川
人　
二
〇
〇
五; 

高
安　
二
〇
〇
九; 
大
山　
二
〇
一
一
）、
本
稿
で
は
内
閣
と
与
党
と
が
一
体
と
な
っ
て
国
会
を
運
営
す
る

と
仮
定
し
て
議
論
を
進
め
る
。

（
9
）　

具
体
的
に
は
、
一
九
八
九
年
七
月
に
発
生
し
た
分
裂
議
会
が
一
九
九
三
年
八
月
の
細
川
内
閣
の
成
立
に
伴
っ
て
終
結
し
て
以
降
も
、

①
一
九
九
八
年
七
月
に
橋
本
内
閣
下
で
実
施
さ
れ
た
参
院
選
か
ら
一
九
九
九
年
一
〇
月
に
自
自
公
連
立
政
権
が
発
足
す
る
ま
で
、
②
二
〇

〇
七
年
七
月
に
安
倍
内
閣
下
で
実
施
さ
れ
た
参
院
選
か
ら
二
〇
〇
九
年
九
月
に
民
主
党
政
権
が
発
足
す
る
ま
で
、
③
二
〇
一
〇
年
七
月
に

菅
内
閣
下
で
実
施
さ
れ
た
参
院
選
か
ら
二
〇
一
三
年
七
月
に
安
倍
内
閣
下
で
実
施
さ
れ
た
参
院
選
ま
で
国
会
は
分
裂
議
会
の
状
況
に
あ
っ

た
。

（
10
）　

川
人
（
二
〇
一
四; 

二
〇
一
五
）
は
空
間
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
分
裂
議
会
に
お
い
て
与
野
党
が
合
意
し
得
る
政
策
的
な
範
囲
を
提
示
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し
て
い
る
。
ま
た
、
分
裂
議
会
の
発
生
が
閣
法
の
立
法
過
程
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
証
し
た
研
究
と
し
て
、T

hies and Y
anai

（201（; 
201（

）、K
aw

ato and M
asuyam

a

（201（

）、
濱
本
（
二
〇
一
六
）、
松
浦
（
二
〇
一
七
）
な
ど
が
あ
る
。

（
11
）　

一
九
八
九
年
以
降
に
発
生
し
た
分
裂
議
会
は
、
全
て
政
権
交
代
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

（
12
）　

参
院
選
は
四
月
と
六
月
に
も
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
一
九
八
六
年
七
月
の
第
一
四
回
選
挙
以
降
は
全
て
七
月
中
に
実
施
さ

れ
て
い
る
。

（
1（
）　

た
だ
し
、
二
〇
〇
四
年
七
月
の
参
院
選
に
お
い
て
自
民
党
は
改
選
定
数
一
二
一
の
う
ち
四
九
議
席
を
獲
得
す
る
に
と
ど
ま
り
、
野

党
・
民
主
党
の
五
〇
議
席
に
及
ば
な
か
っ
た
。

（
1（
）　

一
方
で
、
安
倍
内
閣
は
衆
議
院
に
お
い
て
与
党
勢
力
が
三
分
の
二
以
上
の
議
席
を
占
め
て
い
た
た
め
に
、
再
可
決
権
を
利
用
し
て
法

案
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
1（
）　

竹
中
（
二
〇
一
〇
）
は
例
外
的
に
国
会
前
過
程
も
分
析
の
射
程
に
入
れ
て
参
議
院
の
影
響
力
を
評
価
し
た
研
究
で
あ
る
が
、
参
議
院

の
影
響
力
と
し
て
、
そ
れ
が
明
示
的
に
閣
法
の
成
立
を
遅
ら
せ
た
り
、
内
閣
に
そ
の
原
案
を
修
正
さ
せ
た
り
し
た
事
例
を
指
摘
す
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。

（
1（
）　

た
と
え
ば
、M

ayhew

（200（

）、
竹
中
（
二
〇
〇
四
）、
福
元
（
二
〇
〇
七
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
17
）　

こ
れ
に
関
連
し
て
、Cam

pbell

（1977
）
は
予
算
の
復
活
折
衝
に
お
い
て
、
自
民
党
の
部
会
が
重
点
項
目
に
対
し
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、

ま
た
政
調
審
議
会
が
○政
、
◎
、
○
、
✓
と
重
要
度
に
応
じ
て
ラ
ン
ク
を
つ
け
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（chap.7

）。

（
18
）　
「
時
期
調
」
は
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
で
は
な
い
が
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
い
て
内
閣
総
務
官
に
対
し
て
開
示
請
求
を
行
い
、

開
示
の
決
定
を
受
け
た
。

（
19
）　

た
だ
し
、「
時
期
調
」
が
重
要
法
案
を
明
示
し
て
い
た
時
期
に
お
い
て
、
毎
年
の
常
会
で
重
要
法
案
に
指
定
さ
れ
て
い
る
法
案
に
つ

い
て
は
、
首
相
の
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
く
て
も
重
要
法
案
に
含
め
る
。
具
体
的
に
は
、
地
方
税
法
等
改
正
案
、
地

方
交
付
税
法
等
改
正
案
（
以
上
、
総
務
省
所
管
）、
特
例
公
債
法
案
、
所
得
税
法
等
改
正
案
、
関
税
定
率
法
等
改
正
案
（
以
上
、
財
務
省

所
管
）
を
指
す
。

（
20
）　

二
〇
一
三
年
の
常
会
は
そ
の
他
の
常
会
と
は
異
な
り
分
裂
議
会
の
状
況
に
あ
る
た
め
、
参
院
選
直
前
の
常
会
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ

の
数
字
の
解
釈
に
は
留
意
が
必
要
と
な
る
。
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（
21
）　

ま
ず
、
重
要
法
案
の
数
え
方
に
関
し
て
、
二
〇
〇
五
年
の
常
会
に
お
い
て
劣
後
重
要
法
案
に
分
類
さ
れ
る
郵
政
民
営
化
関
連
法
案
六

件
が
「
時
期
調
」
で
は
一
括
的
に
「
郵
政
民
営
化
関
連
法
律
案
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
一
件
で
は
な
く
六
件
と
数
え

て
い
る
。
同
じ
く
、
二
〇
一
五
年
の
常
会
に
お
い
て
劣
後
重
要
法
案
に
分
類
さ
れ
る
安
全
保
障
関
連
法
案
二
件
が
「
時
期
調
」
で
は
一
括

的
に
「「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
安
全
保
障
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
」（
平
成
二
六
年
七
月
一
日
閣
議

決
定
）
に
基
づ
く
安
全
保
障
法
制
の
整
備
に
関
す
る
関
連
法
案
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
を
一
件
で
は
な
く
二
件
と
数

え
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
の
常
会
に
お
い
て
、
文
部
科
学
省
は
「
時
期
調
」
で
三
件
の
法
案
を
「
重
要
法
案
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
」

と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
一
般
法
案
で
は
な
く
重
要
法
案
と
し
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
七
年
の
常
会
に
提
出
さ
れ
た
天
皇
の

退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
案
は
例
外
的
に
「
時
期
調
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
法
案
で
あ
っ
た
が
、
安
倍
首
相
の
施
政
方
針
演

説
に
お
い
て
直
接
的
に
言
及
さ
れ
、
ま
た
「
静
か
な
環
境
の
中
で
、
国
民
的
な
理
解
の
下
に
成
案
を
得
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
重
要
性
と
緊
急
性
が
と
も
に
高
い
優
先
重
要
法
案
と
し
た
。

（
22
）　

具
体
的
に
は
、
注（
19
）で
も
触
れ
た
地
方
税
法
等
改
正
案
や
所
得
税
法
等
改
正
案
な
ど
の
歳
入
関
連
法
案
が
優
先
重
要
法
案
に
該
当

す
る
。

（
2（
）　

二
〇
〇
〇
年
の
常
会
以
降
を
み
て
も
、
Ｂ
法
案
は
鳩
山
内
閣
下
の
二
〇
一
〇
年
の
常
会
に
お
い
て
一
件
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

（
2（
）　

第
一
六
六
回
国
会
衆
議
院
会
議
録
第
二
号
（
二
）、
五
頁
。

（
2（
）　

特
定
秘
密
保
護
法
案
は
国
会
で
は
論
争
的
な
法
案
と
な
っ
た
が
、
劣
後
一
般
法
案
に
分
類
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
起
草
理
由
や
そ
の

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
神
原
（
二
〇
一
四
）
を
参
照
。

（
2（
）　

提
出
見
送
り
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
九
年
三
月
一
四
日
朝
刊
が
詳
し
い
。

（
27
）　

具
体
的
に
は
、
二
〇
一
七
年
の
常
会
ま
で
は
民
主
党
と
そ
の
後
継
政
党
と
し
て
の
民
進
党
、
二
〇
一
八
年
の
常
会
か
ら
は
立
憲
民
主

党
が
最
大
野
党
で
あ
る
。

（
28
）　

た
と
え
ば
、
希
望
の
党
の
後
継
政
党
の
国
民
民
主
党
は
二
〇
一
九
年
の
常
会
に
お
い
て
立
憲
民
主
党
が
反
対
し
た
一
四
件
の
閣
法
の

う
ち
六
件
に
賛
成
し
て
い
る
。
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